
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
月
十
五
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

中

川

清

孝

（
政
党
の
支
部
）

政

治

団
体

の

代
表
者
氏
名

異
動
事
項

異

動

後

異

動

前

異

動

年
月

日

名

称

立
憲
民
主
党
奈

江
崎
孝

主
た
る
事
務

奈
良
市
柳
町

生
駒
市
東
新

令
和
元
年
九
月

良
県
連
合

所
の
所
在
地

三
一

町
二
ー
一
〇

十
二
日

公
明
党
奈
良
県

大
国
正
博

代
表
者

大
国
正
博

岡
史
朗

令
和
元
年
九
月

本
部

二
十
一
日

会
計
責
任
者

山
中
益
敏

大
国
正
博
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